
 

 

○茅ヶ崎市市民活動推進補助金交付要綱 

平成１７年４月１日 

要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民活動の活性化を図るため市民活動団体が行う事業に要する経費に対し、予

算の範囲内において補助金を交付することについて、茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則（平成

４年茅ヶ崎市規則第２６号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民活動 茅ヶ崎市市民活動推進条例（平成１６年茅ヶ崎市条例第３５号）第２条第１号に規

定する市民活動をいう。 

(2) 市民活動団体 市民活動を行うもので構成された団体をいう。 

 （補助金の種類等） 

第３条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 市民活動スタート支援補助金 この要綱において定める補助金の交付を受けたことがない市民

活動団体が行う事業を対象とするもの 

(2) 市民活動ステップアップ支援補助金 市民活動スタート支援補助金の交付を受けたことがある

市民活動団体又は設立後２年以上の市民活動団体が行う事業を対象とするもの 

２ 補助金の交付は、一の市民活動団体につき、市民活動スタート支援補助金については１回、市民

活動ステップアップ支援補助金については３回までとする。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、市民活動団体であって、次に掲げる要件のいずれ

をも満たすものでなければならない。 

(1) 主として市内において市民活動を行っていること。 

(2) ３人以上の者から構成される団体で、その構成員の２分の１以上の者が市内に住所を有し、又

は市内の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは市内の学校に在学していること。 

 (3) 次に掲げる事項をホームページへの掲載その他の方法により公開していること。 

  ア 代表者の氏名 

  イ 所在地、代表者の住所、電話番号又は電子メールアドレス 

  ウ  活動内容 

(4) 市から他の補助金（団体の運営に係るものを除く。）を受けていないこと。 

(5) 茅ヶ崎市暴力団排除条例（平成２３年茅ヶ崎市条例第５号）第２条第４号に規定する暴力団員

等又は同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等がその構成員でないこと。 

 （補助対象事業） 

第５条 補助の対象とする事業は、次に掲げる事業であって、その内容、実施時期、経費等が地域社

会の課題を解決するために適当であると市長が認めるもの（以下「補助事業」という。）とする。 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る事業 

(2) 社会教育の推進を図る事業 

(3) まちづくりの推進を図る事業 

(4) 観光の振興を図る事業 

(5) 農村漁村又は中山間地域の振興を図る事業 

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業 

(7) 環境の保全を図る事業 

(8) 災害救援事業 

(9) 地域安全事業 

(10)  人権の擁護又は平和の推進を図る事業 
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(11)  国際協力を行う事業 

(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業 

(13) 子どもの健全育成を図る事業 

(14) 情報化社会の発展を図る事業 

(15) 科学技術の振興を図る事業 

(16) 経済活動の活性化を図る事業 

(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援を行う事業 

(18) 消費者の保護を図る事業 

(19) 市民活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行う事業 

(20) その他地域社会の課題の解決を図るために実施する事業 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げるとおりとする。 

(1) 市民活動スタート支援補助金については、１００，０００円又は補助事業に要する費用（市民

活動団体の事務所等の維持に要する費用、市民活動団体の運営に要する費用及び市民活動団体の

構成員の会合に係る飲食費を除く。以下同じ。）の額から国若しくは県その他の地方公共団体か

ら交付される補助金等の額を控除した額の１０分の９に相当する額（その額に１，０００円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）のいずれか少ない額 

(2) 市民活動ステップアップ支援補助金については、６００，０００円又は補助事業に要する費用

の額から国若しくは県その他の地方公共団体から交付される補助金等の額を控除した額の１０分

の８に相当する額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

のいずれか少ない額 

 （企画書の提出） 

第７条 市長は、補助金の交付に当たっては、補助金の交付を受けようとする者を公募するものとす

る。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に、あらかじめ市民活動推進補助事業企

画書（第１号様式。以下「企画書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(1) 市民活動団体概要書（第２号様式） 

(2) 事業計画書（第３号様式） 

(3) 収支予算書（第４号様式） 

(4) 物品購入理由書（第４号様式の２）（その品質及び形状が変わることなく比較的長期間（概ね

１年以上の期間をいう。）使用し、及び保全することができる物でその取得価額が１０，０００

円以上であるもの（以下「物品」という。）の購入をしようとする場合に限る。） 

(5) 定款又は規約、会則その他これらに準ずるもの 

(6) 構成員の名簿 

(7) その他市長が必要と認める書類 

３ 企画書は、一の市民活動団体につき１事業について提出することができる。 

 （企画書の審査等） 

第８条 市長は、企画書の審査に当たっては、あらかじめ茅ヶ崎市市民活動推進委員会の意見を聴く

ものとする。 

２ 企画書を提出した市民活動団体は、事業の内容、実施に伴う効果その他必要な事項を茅ヶ崎市市

民活動推進委員会において説明しなければならない。 

 （審査結果の通知） 

第９条 市長は、企画書の審査が終了したときは、その結果を書面により当該市民活動団体に通知す

るものとする。 

 （交付申請書の様式等） 

第１０条 規則第４条第１項に規定する交付の申請は、市民活動推進補助金交付申請書（第５号様式）

によるものとし、その提出期限は、４月３０日までとする。 



 

 

２ 前項の市民活動推進補助金交付申請書に添付を要する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 （交付条件） 

第１１条 規則第６条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をしようとする場合は、速やかに市長の承認

を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

(4) 規則及びこの要綱の定めに従うこと。 

 （変更等の承認） 

第１２条 前条第１号及び第２号の規定に基づく市長の承認を受けようとする場合は、市民活動推進

補助事業変更・中止・廃止承認申請書（第６号様式）に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止

の理由を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （決定通知書） 

第１３条 規則第７条の規定による補助金交付決定通知書の様式は、第７号様式とする。 

 （申請の取下げのできる期間） 

第１４条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知を受理し

た日から１０日を経過する日までとする。 

 （交付決定取消通知等） 

第１５条 規則第９条第３項又は第１４条第２項の規定による補助金交付決定の全部若しくは一部の

取消し又は決定内容若しくはこれに付した条件の変更は、市民活動推進補助金交付決定（一部）取

消・変更通知書（第８号様式）によるものとする。 

 （補助金の交付の時期） 

第１６条 補助金の交付の時期は、補助金交付決定通知後３０日以内とする。 

 （実績報告） 

第１７条 規則第１２条の規定による実績報告は、市民活動推進補助事業実績報告書（第９号様式）

に次に掲げる書類を添えて、補助事業終了後６０日以内又は４月３０日のいずれか早い日までに行

わなければならない。 

(1) 事業実施報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 領収書の写し 

(4) 購入物品使用報告書（第１０号様式）（物品を購入した場合に限る。） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定するもののほか、補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、市長

が開催する事業報告会において補助事業の実施内容について報告しなければならない。 

 （書類の整備等） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入

及び支出についての証拠書類を整備保存しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度か

ら５年間保存しなければならない。 

 （届出事項） 

第１９条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を市

長に届け出なければならない。 

(1) 所在地又は名称を変更したとき。 

(2) 代表者を変更したとき。 



 

 

（財産処分の制限） 

第２０条 規則第１６条ただし書の規定により市長が定める期間は、５年を経過するまでとし、同条

第２号及び第３号の規定により市長が定める財産の種類は、取得価額が３０，０００円以上の物品と

する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年度における補助金の交付申請に係る第１０条第１項の規定の適用については、同項中

「４月３０日」とあるのは「６月３０日」とする。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成２３年１２月１日から施行し、改正後の第３条及び第４条の規定は、平成２４年

度に係る補助金から適用する。 

      附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、改正後の第５条、第７条、第１号様式及び第２号様

式の規定は、同日以後の市民活動推進補助事業企画書の提出に係る事業から適用する。 

    附 則 

この要綱は、平成２６年１月１日から施行し、改正後の第７条、第１７条、第４号様式の２及び第

１０号様式の規定は、平成２６年度に係る補助金から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 

 


